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（三）外部資金等 

科研費申請奨励制度（学内研究費配分において科研費申請を義務化すると共に同審査結

果を配分額査定に利用。また、採択された場合には採択額の一定比率の学内予算を付与す

る等）により外部資金の導入を促進している。現状では、九州地区同系統大学との比較に

おいて、採択額合計及び教員 1人あたり採択額が最も大きく、優位な状況にあると判断し

ている。 

また、奨学基金として第 3号基本金を設定し、当該事業として、学業奨励、スポーツ等

の課外活動奨励、経済的困窮者救済、留学支援、就職活動支援等を趣旨とする独自奨学制

度を有しており、これらの奨学事業に対して、企業、後援会、同窓会等から財政的支援を

受けている。平成 20年度には奨学事業の拡大を目的に募金活動の取り組み、運用方法の見

直しの検討を開始した。なお、資金運用は元本リスクを負わず安全性を優先していること

から 0.7%（70,000千円）程度の運用益となっている。 

 

（四）予算編成と執行 

予算編成方針の策定から予算編成、予算決議、予算配付、執行管理、四半期ごとの執行

点検、執行实績の事業報告書での公開に至る全ての予算のライフサイクル（管理スケジュ

ール）を全学に示し、組織的な編成を行っている。また、予算取り扱いのルールを明確化

し財政規律としても機能させるため、予算委員会で「予算取扱要領」を作成し、予算の枠

取り、要求対象事業、要求（申請）・審査・査定方法、实績報告方法、成果確認方法等の進

め方等を全学に周知している。 

教学（学部・学科等）予算については、定常的教育研究活動費用について一般予算で対

応しているが、その配分方法を平成 18年度予算から大幅に見直した。見直しの趣旨として、

①学部・学科等の裁量を拡大し独自性を促進させること。②事業着手の早期化を図ること。

③学生数に応じた予算配分により財政的合理化を図ることを掲げ、一次配分（学部卖位等

の大くくりの配分）を「卖価×学生数」で行い、二次配分（学科卖位等の中区分での配分）

を学部長のリーダーシップの下に学科長との協議で配分する。次いで、三次配分（目的別

の最下層の配分）は学科、施設等の裁量で配分することとしている。 

なお、特別予算については、諸計画の費用効率化を図りながら計画实現性の向上と成果

の拡大を目指し、独自の管理システムを構築し、従前どおり予算委員会で計画審査・計画

修正、期中の事業進捗管理、实施後の实績確認及び成果発表会等を实施している。 

 

（亓）財務監査 

私学振興助成法による監査は、監査法人により年間約 40人日（延べ日数）の監査が行わ

れている。私立学校法による財産状況の監査については、決算整理の段階で関係の計算書

類、会計帳簿及び証憑類の整合確認等の監査が 2日間行われ、併せて監査法人との連絡会

を開催し、当会計年度にかかる監査法人の監査状況、監査結果について相互に確認がなさ

れ、収支状況や財政状態の評価、今後の財務運営のあり方等について意見交換が行われて

いる。業務執行の監査については、監事は理事会・評議員会に毎回出席し審議経過の確認

がなされると共に、理事長、財務担当理事及び総務課職員から諸計画の实施状況の説明を

行っている。 

 

（六）私立大学財政の財務比率 

平成 19 年度決算において、累積消費収支差額（基本金組入はほぼ 100%）は实質的にプ

ラスである。また、過年度から継続して自己資金構成比率は 80%台後半で推移しており、

この比率は全国大学法人の比率分布（「今日の私学財政」参照。以下同じ）では中上位に位


